
相続手続きスケジュールご参考

遺産の相続や、それに伴う財産の名義変更、相続税の申告・納付などは重要な法律行為です。自分の知識だけで判断
した結果、不適切な処理になってしまうこともあります。また、相続手続きには期限があるものが多く、必要な手続きを
怠るとたいへんな事態が起こる可能性もあります。まずは専門家にご相談ください。

相続手続きスケジュール

死亡届の提出（7日以内） 通夜、葬儀・告別式、初七日法要

四十九日法要・納骨

香典返し

一周忌法要の準備

一周忌法要

被相続人の死亡（相続開始）

遺言の有無の確認

検認※・開封
※公正証書遺言と2020年7月10日以降法務局で

保管の自筆証書遺言は検認不要

※相続人の中に未成年者がいるとき

遺言がある場合

相続人の確定

相続財産・債務の調査

相続放棄・限定承認の申述（3か月以内）

所得税の準確定申告（4か月以内）

相続財産・債務の確定・評価・鑑定

特別代理人の選任※

遺産分割協議

協議成立

遺産分割協議書の作成

協議不成立

調停・審判

相続税の延納・物納の申請（10か月以内）

相続税の申告・納付（10か月以内）

不動産の移転登記、財産の名義変更

＊　　　　  で囲まれている手続きには期限があります。

おもな相続手続き（法務・税務） おもな相続手続き（仏事・家事・その他）相続
開始後

♦葬式費用の領収書等の整理・保管
♦公共料金の名義変更
♦保険会社への連絡

♦被相続人及び相続人の戸籍全部事項
証明書等の取得

♦財産目録の作成

♦相続放棄・限定承認は家庭裁判所に申述

♦遺言がある場合は、遺言が優先

♦遺産分割協議書は相続人全員の印鑑証明書
及び実印の捺印が必要

♦相続税申告書の作成、全員の押印
♦相続税の納付方法の決定と納税資金の準備

♦相続税は被相続人の所轄の税務署に申告・納付
♦遺留分侵害額請求（遺留分の侵害があったこと

を知った日から1年、相続開始から10年以内）
♦登記・名義変更の手続きは早めに

♦被相続人の1月1日から亡くなった日までの
所得税の申告と納付

♦贈与の有無など確認
♦財産評価に必要な資料の収集と評価額の算定
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